
  

令和３年５月１９日 

［要綱第２６号］ 

改正 令和４年４月６日要綱第２２号 
 

石川町みんなのまちづくり事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 石川町は、地域コミュニティの活性化、連帯感の醸成、地域環境の整備

改善による活力ある地域社会の実現のため、本町の地域課題の解決や地域の

活性化に向けて、町民自らが企画し、自主的に取り組む事業を実施する団体

（以下、「団体」という。）に対し、石川町補助金等の交付等に関する規則（昭

和４９年規則第１３号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところ

により、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、団体が次の各号に掲げるいずれかの事業（以下、「事業」と

いう。）を実施する場合に、当該事業に要する経費について団体に対して交付

するものとし、その額は、別表の区分による補助率を乗じて得た額（限度額は

３０万円）とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てるものとする。 

（１） 地域コミュニティ推進事業 

（２） 地場産業の育成事業 

（３） 地域伝統文化の保存・継承事業 

（４） 地域環境・美化事業 

（５） 福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）の採択事業 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、石川町みんなのまちづくり事業補助金

交付申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業計画書（様式第１号の別紙） 

（２） 団体の運営に関する規約 

（３） 団体名簿 

（４） 見積書 

３ 第１項の申請書及び前項の申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。 

（軽微な変更） 

第４条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次のと

おりとする。 

（１） 目的の達成に支障がないと認められる範囲の事業内容の変更をするこ

と。 

（２） 補助金額の増減を伴わない事業費の内訳の変更をすること。 

（変更の承認の申請） 

第５条 規則第６条第１項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、



  

石川町みんなのまちづくり事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）

を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付の決定の通知） 

第６条 規則第７条に規定する通知は、石川町みんなのまちづくり事業補助金

交付決定通知書（様式第３号）によるものとする。 

（申請を取り下げることができる期日） 

第７条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を

発した日から起算して１０日を経過した日とする。 

（概算払） 

第８条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について

概算払の方法により補助金を交付することができる。 

２ 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする場合は、石川町みんな

のまちづくり事業補助金概算払請求書（様式第４号）を町長に提出しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により全額概算払を受けた場合は、規則第１３条の規定によ

る実績報告書に、石川町みんなのまちづくり事業概算払精算書（様式第５号）

を添えて提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 規則第１３条の規定による実績報告は、石川町みんなのまちづくり事

業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日（事業

廃止ついて町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日。）から起算

して３０日を経過した日までに行うものとする。 

（１） 事業報告書（様式第６号の別紙） 

（２） 支出を証明するものの写し 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の決定） 

第１０条 規則第１４条に規定する通知は、石川町みんなのまちづくり事業補

助金交付額確定通知書（様式第７号）によるものとする。 

 （補助金の交付の請求） 

第１１条 補助金の交付額の決定を受けた団体は、石川町みんなのまちづくり

事業補助金交付請求書（様式第８号）を速やかに町長に提出しなければならな

い。ただし、第８条第１項の規定により全額概算払により補助金の交付を受け

た場合は、この限りでない。 

 （会計帳簿等の整理等） 

第１２条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支状況を記載した会計帳

簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から

起算して５年間保存しておかなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

 



  

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

区分 補助率 補助限度額 

（１）地域コミュニティ推進事

業 

事業に要する経費 

の４分の３ 

３０万円 

（２）地場産業の育成事業 

（３）地域環境・美化事業 

（４）地域伝統文化の保存・継

承事業 

（５）福島県地域創生総合支援

事業 

 （サポート事業）の採択事業 

団体が負担する自己財源額

の１０分の１０ 

 

 


